
　電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税

世帯に対し給付金を給付します。

　つきましては、該当になると思われる世帯には、支給要件確認書（青色の用紙）を郵送

いたしますので、必ず内容を確認し同封の返信用封筒で返送ください。

  ◉基準日（令和５年４月１日）時点で南部町に住民登録があり、令和５年度分の住民税均等割が

　  非課税の世帯（世帯のすべての方が非課税）が対象となります。

　◉１世帯あたり ３ 万円です。（１世帯につき１回限りの給付です）

　◉対象になると思われる世帯には、町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

　　内容を確認して、同封の返信用封筒を使って役場まで返送してください。

　　　【確認する事項】

　　　　① 確認書に記載された振込予定口座（金融機関名等）に誤りがないか。

　　　　② 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないか。

　　　　③ 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告となっている者はいないか。

　◉提出期限は、令和５年９月30日（土）までとなります。

　　確認書を受付・審査が済みしだい給付の手続きを取りますのでお早めに返送してください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、

お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

　南部町　福祉介護課（健康センター内）　　地域福祉班（給付金担当窓口）

受付時間 8:30～17:00（土日祝を除く）

給付金の対象となる世帯

※直接確認書を提出される場合は、健康センター①番窓口にお越しください。

お 問 合 せ 先

0178-60-7101

　給付金の支給手続き

　「確認書」の提出期限

　給付金の支給額
お名前


